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１ 背景 

旧法上の監査役会設置会社では、社外取締役の選任が

義務付けられていませんでしたが、近時、社外取締役に

よる取締役会の監督機能の充実がコーポレート・ガバナ

ンスにおける世界的な趨勢となり、我が国でも、特に海

外機関投資家の信頼を確保する観点から、上場企業にお

いては、社外取締役の選任を義務付けるべきであるとの

指摘がなされていました。 

そこで、法制審議会において、社外取締役の選任の義

務付けの可否が議論されることになりました。 

 

２ 改正法の概要 

（１）要綱の概要 

社外取締役の選任の義務付けの可否は、今般の会社法

改正を巡る議論の中でも最も重要なテーマの一つでした

が、結論的には、経済界が強く反対したこと等から、会

社法により社外取締役の選任を義務付けることは見送ら

れることとなりました。 

 その代わりに、「会社法制の見直しに関する要綱」

（以下「要綱」といいます。）では、公開会社であり、

かつ大会社である監査役会設置会社のうち、金融商品取

引法第 24 条第 1 項によりその発行する株式について有

価証券報告書を提出しなければならない株式会社（以下

「公開大会社等」といいます。）において、社外取締役

が存しない場合には、社外取締役を置くことが相当でな

い理由を事業報告の内容とするものとされました。これ

は、英国の comply or explain ルール（遵守するか、

遵守しない場合は説明せよ）の一種と評価され、法形式

としては、会社法施行規則の改正を予定したものでした。 

 また、法制審議会において、要綱と一体をなすものと

して、上場規則において、上場会社は取締役である独立

役員を１人以上確保するよう努める旨の規律を設ける必

要があるとの附帯決議がなされました。 

（２）改正法の概要 

 要綱を法案化する過程で、法案審査を担当した自由民

主党政務調査会法務部会（以下「自民党法務部会」とい

います。）において、会社法で社外取締役選任を義務付

けるべきとの意見が強く主張されました。 

そこで、要綱を修正・追加する形で、改正法では、事

業年度の末日において、公開大会社等が、社外取締役を

置いていない場合は、定時株主総会において、社外取締

役を置くことが相当でない理由を説明しなければならな

い旨の規律が会社法本体に設けられることになりました

（法 327 条の 2）。これは、株主からの質問を前提とせ

ず、また付議議案に関係なく（報告事項として）必ず説

明する義務を課すものであり、従前の株主総会における

説明義務の構造からすれば、異質な位置づけの規定とい

うことができます。 

 また、附則において、改正法の施行後 2 年を経過し

た場合において、社外取締役の選任状況その他の社会経

済情勢の変化等を勘案し、企業統治に係る制度の在り方

について検討を加え、必要があると認めるときは、その

結果に基づいて、社外取締役を置くことの義務付け等所

要の措置を講ずるものとされました（附則第 25 条）。

なお、法改正により新たな規律を設けた後、附則におい

て、改正後の経過等を踏まえて、再度の改正に関する検

討等を行う旨の定めを置くことはよく見られますが、本

件では経過期間が 2 年と短く、早期に社外取締役の選

任義務付けに関する議論を再開させたいとの自民党法務

部会の意向が反映されたものと考えられます。 

（３）会社法施行規則の改正で予定されている概要 

 自民党法務部会での議論の結果、会社法施行規則にお

いて、以下の規律を設けることが予定されています。 

 

ア 公開大会社等が、社外取締役を置いていない場合で

あって、社外取締役の候補者を含まない取締役の選任

議案を株主総会に提出するときは、株主総会参考書類

平成 26年会社法改正 

Ⅰ 企業統治のあり方 

（「社外取締役を置くことが相当でない理由」の

説明義務） 
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において、社外取締役を置くことが相当でない理由を

説明しなければならない。 

イ 要綱で予定されていた事業報告における「社外取締

役を置くことが相当でない理由」及びアの株主総会参

考書類における「社外取締役を置くことが相当でない

理由」の記載について、①個々の株式会社の各事業年

度又は当該時点における事情に応じてしなければなら

ならず、また、②社外監査役が 2 名以上あることのみ

をもって「社外取締役を置くことが相当でない理由」

とすることはできない。 

（４）上場規則の改正 

 東京証券取引所は、２（１）に記載の要綱の附帯決

議に基づき、有価証券上場規程第 445 条の 4 を改正し、

企業行動規範の「望まれる事項」として、「上場内国株

券の発行者は、取締役である独立役員を少なくとも１名

以上確保するよう努めなければならない」旨規定しまし

た。当該改正は平成 26 年 2 月 10 日から施行されてい

ます。 

 

３ 実務上の留意点 

（１）「社外取締役を置くことが相当でない理由」の内

容 

条文上、「社外取締役を置かない理由」ではなく「社

外取締役を置くことが相当でない理由」を説明するもの

とされていること、立法経緯、殊に自民党法務部会の議

論を経て、会社法施行規則において２（３）イ記載の改

正内容が予定されていること等からすれば、改正法は、

公開大会社等については、社外取締役を置くことが原則

であるとの価値判断を前提としており、社外取締役を置

かない場合には、当該会社の当該時点における個別事情

に照らし、社外取締役を置くと不都合となる特段の事由

があることについて具体的に説明することが求められて

いると考えられます。 

 よって、「社外取締役を置くことが相当でない理由」

の具体的内容としては、単に「適任者がいない」といっ

た事情を挙げるだけでは十分ではなく、たとえば、極め

て専門性が高く、属人的な経験の蓄積に基づく機動的な

判断が不可欠であるといった事業特性等から、業務執行

の決定に社外取締役が参画することが企業価値の向上に

つながらないといった事情を説明することが考えられま

すが、そのような説明が妥当する会社が実際に存在する

のか疑問ですし、社外取締役に期待される経営全般及び

利益相反に係る監督機能に照らせば、説得的な説明とは

いえない旨の批判も想定されます。 

 また、社外監査役が実質的に監督機能を発揮している

ことや、任意の諮問機関の活用等により、取締役会の判

断の客観性が担保されていること等を説明することも考

えられますが、これらは「社外取締役を置かなくても不

都合はない理由」ではあるとしても、積極的に「相当で

ない理由」を基礎づける事情とまでは言い難いと考えら

れます。 

 結局、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を

合理的に説明することは著しく困難と言わざるを得ず、

谷垣法務大臣が、平成 26 年 1 月 31 日の衆議院予算委

員会において、「会社法の改正法案によって社外取締役

の選任が事実上義務化されたとの評価が十分に可能であ

る」と答弁しているとおり、かかる規律は「事実上の設

置義務付け」と評されるべきものと考えられます。 

 なお、「社外取締役を置くことが相当でない理由」に

ついて虚偽の説明や、著しく不合理な説明を行った場合

等には、株主総会の手続上の瑕疵に該当すると評価され

る可能性がある点に留意が必要です。たとえば、公開大

会社等が社外取締役を置いていない場合であって、社外

取締役の候補者を含まない取締役の選任議案を株主総会

に提出するときに、株主総会参考書類に記載されている

「社外取締役を置くことが相当でない理由」の内容が著

しく不合理であるとして、株主等から、取締役の選任議

案に係る株主総会決議取消訴訟を提起される可能性が想

定されます。 

 以上より、①「社外取締役を置くことが相当でない理

由」の合理的説明は著しく困難であることに加え、②東

証一部上場企業の 7 割以上が既に社外取締役を選任し

ていること、③トヨタ自動車、キヤノン、新日鐵住金と

いった、これまで社外取締役を選任していなかった、我

が国を代表する優良企業が、近時、相次いで社外取締役

を選任しており、今後、社外取締役の選任は増加してい

くと見込まれること、④代表的な議決権行使助言会社で

あるＩＳＳは、平成 26 年度から、社外取締役を選任し

ていない上場企業のトップである取締役の選任議案に対

して反対推奨するポリシーを採っていること、⑤上場規

則上、独立役員である社外取締役の設置が努力義務とさ

れたこと等からすれば、社外取締役を設置していない公

開大会社等は、社外取締役の設置について積極的に検討

せざるを得ない状況にあると考えられます。 

なお、改正法を契機として、社外取締役を選任する公

開大会社等が増え、社外取締役のなり手が不足する事態

も想定されますので、新たに社外取締役を選任する場合、

適切な候補者の確保に向けて、可能な限り速やかに対応

に着手することが望まれます。 

（２）施行時期との関係 

改正法の施行時期は未定ですが、現時点では、平成

27 年 4 月 1 日が有力視されています。仮に平成 27 年 4

月 1 日に改正法が施行された場合、平成 27 年 6 月に開

催される定時株主総会の手続については、改正法が適用

されると考えられます。 
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この場合、公開大会社等が、事業年度末である平成

27 年 3 月 31 日において社外取締役を選任していないと

きは、平成 27 年 6 月の定時株主総会において、「社外

取締役を置くことが相当でない理由」を説明する義務を

負うことになります。 

また、平成 27 年 6 月の定時株主総会において社外取

締役の選任議案を付議する場合においても、平成 27 年

3 月 31 日の時点で社外取締役を選任していない以上、

「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明する

義務を免れないことになります。 

この場合、平成 27 年 3 月 31 日時点における「社外

取締役を置くことが相当でない理由」を説明する一方、

社外取締役の選任議案の付議理由について説明するとい

う、辻褄の合わない対応を迫られることになります（こ

の問題は、平成 27 年 6 月の定時株主総会に限らず、今

後、社外取締役を選任していなかった公開大会社等が定

時株主総会において社外取締役の選任議案を付議する場

面一般に生じることとなります。）。実務対応としては、

前事業年度以降に状況が変化し、社外取締役を置くこと

が相当でない事情が解消されたと説明することが考えら

れますが、合理的な説明は一層容易ではないといえます。 

 以上より、平成 26 年 6 月定時株主総会までに社外取

締役を選任していない公開大会社等が平成 27 年 6 月の

定時株主総会において「社外取締役を置くことが相当で

ない理由」を説明する義務を負わないようにするために

は、平成 27 年 3 月 31 日までに臨時株主総会を開催し

て社外取締役を選任することが必要となります。 

 なお、仮に改正法で社外取締役の選任を義務付けてい

たのであれば、社外性要件の見直しと同様に経過措置を

設け、改正法の施行後に一定の猶予期間を置いていたこ

とが考えられます。しかし、「社外取締役を置くことが

相当でない理由」の説明義務については、３（１）に記

載のとおり、事実上の義務付けであるとも評される中で、

（平成 27 年 4 月 1 日施行の場合）改正法の施行前の事

情についても直ちに実務対応を余儀なくされる側面があ

り、規律のバランスの観点から疑問を禁じ得ないところ

です。 
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